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○
復
興
庁
令
第
三
号

福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
二
十
五
号
）
及
び
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
二
十

四
年
政
令
第
百
十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

野
田

佳
彦

福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則

（
公
共
施
設
等
の
機
能
を
回
復
す
る
た
め
の
事
業
）

第
一
条

福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
第
一
項
の
復
興
庁
令
で
定
め
る
事
業
は
、
次
に

掲
げ
る
施
設
に
つ
い
て
、
点
検
、
清
掃
、
軽
微
な
修
理
及
び
修
繕
そ
の
他
当
該
施
設
の
機
能
を
回
復
す
る
た
め
に
必
要
な
行

為
と
し
て
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
行
う
事
業
と
す
る
。

一

道
路
、
河
川
、
水
道
施
設
、
公
共
下
水
道
施
設
そ
の
他
の
公
共
の
用
に
供
す
る
施
設

二

教
育
施
設
、
医
療
施
設
、
購
買
施
設
そ
の
他
の
公
益
的
施
設
で
居
住
者
の
共
同
の
福
祉
又
は
利
便
の
た
め
必
要
な
も
の
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三

そ
の
他
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
公
益
的
施
設

（
生
活
環
境
整
備
事
業
の
実
施
の
方
法
等
）

第
二
条

法
第
十
七
条
第
一
項
の
要
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
一
に
よ
る
要
請
書
に
参
考
と
な
る
事
項
を
記
載

し
た
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

地
方
公
共
団
体
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
八
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
部
事
務

組
合
及
び
広
域
連
合
を
含
む
。
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
な
い
者
が
前
項
の
要
請
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
要

請
に
係
る
施
設
が
所
在
す
る
市
町
村
の
長
を
経
由
す
る
も
の
と
す
る
。

３

内
閣
総
理
大
臣
は
、
生
活
環
境
整
備
事
業
（
法
第
十
七
条
に
規
定
す
る
生
活
環
境
整
備
事
業
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
実
施
に
つ
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
す
る
地
方
公
共
団
体
に
対
し
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で

き
る
。

４

前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
生
活
環
境
整
備
事
業
の
実
施
の
手
続
そ
の
他
の
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
内
閣
総
理

大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
法
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
福
島
県
知
事
の
確
認
の
申
請
手
続
等
）
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第
三
条

確
認
（
法
第
十
八
条
に
規
定
す
る
確
認
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
個
人
事
業

者
又
は
法
人
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
お
け
る
当
該
個
人
事
業
者
又
は
法
人
の
事
業
所
の
所
在
地
そ
の
他
の
事
項

に
つ
い
て
記
載
し
た
別
記
様
式
第
二
に
よ
る
申
請
書
に
、
当
該
個
人
事
業
者
又
は
法
人
の
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
こ

れ
ら
を
福
島
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

申
請
者
が
個
人
事
業
者
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
住
民
票
の
写
し
そ
の
他
の
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
お
け
る

事
業
所
の
所
在
地
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

二

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
登
記
事
項
証
明
書
そ
の
他
の
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
お
け
る
事
業

所
の
所
在
地
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

２

福
島
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
同
項
の
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
、
原
則
と
し
て
一

月
以
内
に
、
確
認
に
関
す
る
処
分
を
行
う
も
の
と
す
る
。

３

福
島
県
知
事
は
、
確
認
を
し
た
と
き
は
、
第
一
項
の
個
人
事
業
者
又
は
法
人
に
対
し
て
、
別
記
様
式
第
三
に
よ
る
確
認
書

を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。



- 4 -

４

福
島
県
知
事
は
、
確
認
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
第
一
項
の
個
人
事
業
者
又
は
法
人
に
対
し
て
、
別
記
様
式
第

四
に
よ
り
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

５

確
認
を
受
け
た
個
人
事
業
者
又
は
法
人
は
、
第
一
項
の
申
請
書
の
記
載
事
項
の
内
容
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
遅
滞

な
く
、
そ
の
旨
を
福
島
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

福
島
県
知
事
は
、
確
認
を
受
け
た
個
人
事
業
者
又
は
法
人
に
つ
い
て
、
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
当
該
確
認
を
受

け
た
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
は
、
そ
の
確
認
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。

７

福
島
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
別
記
様
式
第
五
に
よ
り
当
該
確
認
を
受
け
て
い
た

個
人
事
業
者
又
は
法
人
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

８

福
島
県
知
事
は
、
確
認
を
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
、
確
認
の
日
付
及
び
当
該
確
認
を
受
け
た
個
人
事
業
者
の
氏
名
又
は

法
人
の
名
称
を
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。
公
示
し
た
事
項
に
つ
き
変
更
が
あ
っ
た
場
合
又
は
確
認
を
取
り
消
し
た
場
合
も
、

同
様
と
す
る
。

９

福
島
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
を
し
た
と
き
は
、
当
該
公
示
の
内
容
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の

方
法
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。
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（
法
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
福
島
県
知
事
の
確
認
の
申
請
手
続
等
）

第
四
条

確
認
（
法
第
十
九
条
に
規
定
す
る
確
認
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
個
人
事
業

者
又
は
法
人
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
お
け
る
当
該
個
人
事
業
者
又
は
法
人
の
事
業
所
の
所
在
地
そ
の
他
の
事
項

に
つ
い
て
記
載
し
た
別
記
様
式
第
六
に
よ
る
申
請
書
に
、
当
該
個
人
事
業
者
又
は
法
人
の
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
こ

れ
ら
を
福
島
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

申
請
者
が
個
人
事
業
者
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
住
民
票
の
写
し
そ
の
他
の
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
お
け
る

事
業
所
の
所
在
地
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

二

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
登
記
事
項
証
明
書
そ
の
他
の
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
お
け
る
事
業

所
の
所
在
地
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

２

確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
個
人
事
業
者
又
は
法
人
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
当
該
個
人
事
業
者
又
は
法
人
が
法
第
四
条
第
三

号
に
規
定
す
る
原
子
力
災
害
の
被
災
者
で
あ
る
労
働
者
（
第
四
項
に
お
い
て
「
被
災
労
働
者
」
と
い
う
。
）
を
雇
用
す
る
事

業
所
の
所
在
地
を
含
む
区
域
の
避
難
解
除
日
（
当
該
区
域
に
係
る
避
難
指
示
が
全
て
解
除
さ
れ
た
日
を
い
う
。
第
四
項
に
お
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い
て
同
じ
。
）
以
後
に
行
う
も
の
と
す
る
。

３

前
条
第
二
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項
の
確
認
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

４

確
認
を
受
け
た
個
人
事
業
者
又
は
法
人
が
、
当
該
確
認
を
受
け
被
災
労
働
者
を
雇
用
す
る
事
業
所
の
所
在
地
を
含
む
区
域

の
避
難
解
除
日
以
後
新
た
に
避
難
指
示
が
全
て
解
除
さ
れ
た
区
域
に
当
該
事
業
所
を
移
転
し
、
若
し
く
は
新
た
に
被
災
労
働

者
を
雇
用
す
る
事
業
所
を
設
置
し
、
又
は
当
該
区
域
内
に
現
に
存
す
る
事
業
所
に
お
い
て
被
災
労
働
者
を
雇
用
す
る
場
合
は

、
別
記
様
式
第
十
に
よ
る
届
出
書
に
必
要
な
書
類
を
添
え
て
、
福
島
県
知
事
に
届
け
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

前
項
の
個
人
事
業
者
又
は
法
人
に
つ
い
て
は
、
福
島
県
知
事
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
時
点

に
お
い
て
、
新
た
に
避
難
指
示
が
全
て
解
除
さ
れ
た
区
域
に
係
る
確
認
を
受
け
た
も
の
と
す
る
。

６

前
条
第
五
項
、
第
八
項
及
び
第
九
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

附

則

こ
の
庁
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



別記様式第１（第２条関係） 

 

 

年 月 日 

内閣総理大臣 殿 

 

 

 

施設管理者の氏名 印 

 

 

 

福島避難解除等区域生活環境整備事業実施の要請について 

 

 

福島復興再生特別措置法（平成 24 年法律第○○号）第 17 条第１項及び福島復興再生特

別措置法施行規則第２条第１項の規定に基づき、下記の生活環境整備事業の実施を要請し

ます。 

 

記 

 

 

（事業名） 



別記様式第２（第３条関係）

確認申請書

年 月 日

福島県知事 殿

個人事業者の氏名又は法人の名称及び代表者の氏名 印

福島復興再生特別措置法第18条に規定する確認を受けたいので、福島復興再生特別措置

法施行規則第３条第１項の規定に基づき、下記のとおり申請します。

記

１．個人事業者の氏名又は法人の名称及び代表者の氏名

２．平成23年３月11日における個人事業者又は法人の事業所の所在地（避難指示の対象と

なった区域内に限る。）

３．個人事業者の住所又は法人の本店若しくは主たる事業所の所在地

（備考）用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。



別記様式第３（第３条関係）

確 認 書

年 月 日

個人事業者の氏名又は法人の名称及び代表者の氏名 殿

福島県知事の氏名 印

年 月 日付けの確認申請について、下記のとおり避難指示の対象となった区域内に

平成23年３月11日において事業所が所在していたことの確認をしましたので、福島復興再

生特別措置法施行規則第３条第３項の規定に基づき、確認書を交付します。

記

平成23年３月11日における事業所の所在地

（１）この確認が行われたことについては、福島県のホームページにおいて公表し

ます。

（２）偽りその他不正の手段によりこの確認を受けたことが判明するに至ったとき

は、直ちにこの確認書を返納してください。

（備考）・用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。

・確認申請書の記載内容に変更があった場合は、別途届け出ること。



別記様式第４（第３条関係）

福島復興再生特別措置法第18条に規定する確認をすることができない旨の通知書

年 月 日

個人事業者の氏名又は法人の名称及び代表者の氏名 殿

福島県知事の氏名 印

年 月 日付けの確認申請については、下記の理由により確認をすることができませ

んでしたので、福島復興再生特別措置法施行規則第３条第４項の規定に基づき、その旨通

知します。

記

確認をすることができない理由

（備考）用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。



別記様式第５（第３条関係）

福島復興再生特別措置法第18条に規定する確認を取り消す旨の通知書

年 月 日

個人事業者の氏名又は法人の名称及び代表者の氏名 殿

福島県知事の氏名 印

年 月 日付けで交付した確認書については、下記の理由によりその確認を取り消し

ましたので、福島復興再生特別措置法施行規則第３条第７項の規定に基づき、その旨通知

します。

記

確認を取り消す理由

（備考）用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。



別記様式第６（第４条関係）

確認申請書

年 月 日

福島県知事 殿

個人事業者の氏名又は法人の名称及び代表者の氏名 印

福島復興再生特別措置法第19条に規定する確認を受けたいので、福島復興再生特別措置

法施行規則第４条第１項の規定に基づき、下記のとおり申請します。

記

１．個人事業者の氏名又は法人の名称及び代表者の氏名

２．平成23年３月11日における個人事業者又は法人の事業所の所在地（避難指示の対象と

なった区域内に限る。）

３．個人事業者の住所又は法人の本店若しくは主たる事業所の所在地

（備考）用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。



別記様式第７（第４条関係）

確 認 書

年 月 日

個人事業者の氏名又は法人の名称及び代表者の氏名 殿

福島県知事の氏名 印

年 月 日付けの確認申請について、下記のとおり避難指示の対象となった区域内に

平成23年３月11日において事業所が所在していたことの確認をしましたので、福島復興再

生特別措置法施行規則第４条第３項において準用する同規則第３条第３項（同規則第４条

第６項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、確認書を交付します。

記

１．平成23年３月11日における事業所の所在地

（福島復興再生特別措置法施行規則第４条第６項において同規則第３条第３項を準用する

場合）

２．福島復興再生特別措置法施行規則第４条第４項の届出に係る新たに避難指示が全て解

除された区域の避難解除日

（１）この確認が行われたことについては、福島県のホームページにおいて公表し

ます。

（２）偽りその他不正の手段によりこの指定を受けたことが判明するに至ったとき

は、直ちにこの確認書を返納してください。

（備考）・用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。

・確認申請書の記載内容に変更があった場合は、別途届け出ること。



別記様式第８（第４条関係）

福島復興再生特別措置法第19条に規定する確認をすることができない旨の通知書

年 月 日

個人事業者の氏名又は法人の名称及び代表者の氏名 殿

福島県知事の氏名 印

年 月 日付けの確認申請については、下記の理由により確認をすることができませ

んでしたので、福島復興再生特別措置法施行規則第４条第３項において準用する同規則第

３条第４項の規定に基づき、その旨通知します。

記

確認をすることができない理由

（備考）用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。



別記様式第９（第４条関係）

福島復興再生特別措置法第19条に規定する確認を取り消す旨の通知書

年 月 日

個人事業者の氏名又は法人の名称及び代表者の氏名 殿

福島県知事の氏名 印

年 月 日付けで交付した確認書については、下記の理由によりその確認を取り消し

ましたので、福島復興再生特別措置法施行規則第４条第３項において準用する同規則第３

条第７項の規定に基づき、その旨通知します。

記

確認を取り消す理由

（備考）用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。



別記様式第１０（第４条関係）

福島復興再生特別措置法施行規則第４条第４項に基づく届出書

年 月 日

福島県知事 殿

個人事業者の氏名又は法人の名称及び代表者の氏名 印

新たに避難指示が全て解除された区域に係る福島復興再生特別措置法（以下「法」とい

う。）第19条に規定する確認を受けたいので、福島復興再生特別措置法施行規則第４条第

４項の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。

記

１．法第19条に規定する確認を受け被災労働者を雇用した個人事業者又は法人の事業所の

所在地、当該所在地を含む区域の避難解除日及び福島県知事の確認日

確認を受け被災労働者を雇用した 左記所在地を含む区域 福島県知事の確認日

事業所の所在地 の避難解除日

２．１の所在地を含む区域の避難解除日以後新たに避難指示が全て解除された区域におけ

る事業所の所在地及び当該所在地を含む区域の避難解除日

新たに解除された区域における事業所の所在地 左記所在地を含む区

域の避難解除日

（添付書類）

１及び２について事業所の所在地の住所が分かる書類を添付すること。

（備考）用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。


